
「新規・成長企業へのリスクマネー供給に関する検討懇談会」の設置について 

 

平成 2 5 年４月８日 

日 本 証 券 業 協 会 

 

１．趣旨 

  現在、政府の産業競争力会議では、新規・成長企業へのリスクマネー供給強化に

向けた金融面からの取組みについての議論が行われており、金融庁においても、ク

ラウドファンディングや地域における資本調達を促す枠組み等についての検討を

行う旨が表明されている。これらの具体化を検討するに当たっては、それらが広く

利用されるものとなるよう、市場関係者等のニーズを的確に把握し、それを踏まえ

た枠組みを検討していくことが重要であると考えられる。 

  ついては、これらを具体化するに当たっての課題・問題点等、市場関係者のニー

ズ等について意見交換の場を提供するため、本協会会長の諮問機関として、市場仲

介者である会員を中心に構成する「新規・成長企業へのリスクマネー供給に関する

検討懇談会」（以下「本懇談会」という。）を設置することとする。 

 

２．検討事項 

  次の内容に関し、市場関係者のニーズ等を踏まえつつ、具体的な検討に当たって

の課題・問題点等の洗出し等を行う。 

① クラウドファンディング 

② 地域における資本調達を促す枠組み 

③ その他 

 

３．構成及び運営 

(１) 本懇談会の委員は、20 名程度とする。 

(２) 本懇談会の委員は、会員の役職員、有識者、市場関係者及び関係機関により

構成する。 

(３) 本懇談会には、委員から選任した座長を置く。 

(４) 本懇談会には、オブザーバーを置くことができる。 

(５) 本懇談会は、その検討状況について、適宜、自主規制会議及び証券戦略会議

に報告する。 

 

４．検討期間 

  本懇談会は、平成 25 年６月末までを目途に一定の検討を行う。 

 

５．事務局 

  本懇談会の事務局は、金融庁総務企画局市場課の協力を得て、本協会自主規制本

部エクイティ市場部が行う。 

 

以  上 


